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いよいよ介護報酬改定が実施されました。利用者様の反応はいかがでしょうか？

東灘区では本年度も瓦版を発行し、ケアマネジャー連絡会の活動をはじめ、様々な情報を発信していきます。皆様からのご意見等も、お待ちしておりますのでどうぞよろしくお願い致します。

●４月の東灘区医師会介護保険部会の報告
今年度も東灘区医師会介護保険部会との話し合いの場を継続させていただくことになりました。皆様のご意見もどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
◆まずは認定調査について…

4月から新しい認定調査が実施されますが、先日厚生労働省の検討会にて「申請結果で要介護度が従前と異なる場合、希望があれば従前の要介護度に戻す」ということが決まったようです。具体的な期間や方法は不明ですが、皆様も今後の情報に十分ご注意ください。そもそも見直しが妥当だったのか先生方からも大いに疑問の声があがっていました。
◆東灘区あんしんすこやかセンター作成の認知症地域資源マップについて

東灘区医師会の協力により、認知症の相談に応じてくださる医療機関がマップに掲載されることになりました。各あんしんすこやかセンターにマップ及びリストがありますので、必要に応じて入手してください。今年度東灘区医師会では「認知症」をひとつのテーマとして活動していきたいとのことです。
◆医師と民生委員の関係について
また「地域での連携」を考える際、意外とつながっていないのが医師と民生委員ではないかという意見が出されました。皆が顔の見える関係作りができないか、今後の課題として検討していきたいと思います。

●居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）の取り扱いについて
運営基準にある、月1回自宅でのモニタリングについて、①長期にショートステイ利用の場合、②予測不能な入院の場合、については特段の事情にあたるのではないかと神戸市のケアマネジャーの声を聴く会で質問されました。それらに対する神戸市の見解が、神戸市ケアネットの『制度改正に関するQ&A』→『その他の下記にQ&A』に掲載されています。今回の報酬改定で特定事業所加算を算定する事業所も多いかと思いますが、減算の適用となっていないことが条件ですので、皆様十分ご注意ください。

●介護報酬改定について先月号の訂正
先月の瓦版の「介護報酬改定雑感」において、「デイケアではプラン上月８回利用でも１回休んでしまったらリハビリテーションマネジメント加算がとれないなど首をかしげるようなルールもあります。」と述べましたが、その後Q&A（Vol.1の別紙）に、利用者の自己都合（体調悪化）等やむを得ず算定条件を満たせなくなった場合でも算定可能と記載されていることがわかりましたので、訂正いたします。申し訳ありませんでした。
★お問い合わせ、ご意見などございましたら下記の世話人までご連絡お願いします★
住吉･御影あんしんすこやかセンター　　　　　 （伊賀） 851-1155

ライフケアーみかげあんしんすこやかセンター  （神谷） 854-2180

東灘ケアプランセンターほくら・くるる   　   （小薗） 452-6960

神鋼ケアライフ岡本あんしんすこやかセンター　（小西） 435-1855
東灘在宅福祉センター　　　　　　　　　　　  （水田） 842-3894
協同の苑魚崎中町居宅介護支援　    　　　　  （吉田） 452-3562
平成２１年４月号














